
１．　は　じ　め　に

　企業社会責任（Corporate Social Responsi-
bility：CSR）という用語は，学会，産業界にお
いてごく一般的に用いられるものとして認知さ
れるようになったが，これに関する議論の方向
性は多岐に渡っている。これは，市場における
長期的存続のための，ステークホルダーに対す
る社会的応答の過程（櫻井，１９９１）と理解され
ている社会的責任というものが，企業経営に
とって本質的課題であるということ，ステーク
ホルダーとの広範かつ多様な関係性によって規
定される概念であるということを物語っている。
　筆者は，CSRに関する議論がいかに広範囲に
渡るもの，もしくは精緻なものであっても，そ
の根底は「CSRは企業自身の成長発展のために
実践されねばならない」という信念に支えられ
るべきものであると考えている。『企業白書』に
おいて，CSRは企業の持続的発展を図るための
投資として位置づけられており，また日本経済
団体連合会が２００９年に公表した調査においても，
多くの企業が価値創造プロセスの一つとして
CSRを捉えていることが明らかになっている。
　一般に企業社会責任論において，社会的責任
の内容とは企業活動に対する社会からの期待の
高まりや多様化を背景としながら，本質的なも
のから社会即応的ないし自発的なものへと重層
化する傾向があるとされている。これは，CSR

への取り組み動機が，営利組織としての本質に
背くような反道徳的行為や違法行為・反社会的

行為の防止から，社会への適応および自発的社
会貢献活動といった，「正義志向」（小林（２００４））
的動機へと移行する過程を示しているものと理
解することも出来るのである。社会即応性や自
発性は，企業の裁量によってその程度や内容が
規定されるものである。企業自身の価値観が正
義志向のあり方や，責任遂行の手段に反映され
るのであり，その価値観はステークホルダーか
ら支持されるようなものでなければ，企業は長
期的成長を達成できない，と言い換えることも
出来るだろう。このようなことから，CSR活動
の実践過程において，企業は“どのような行動
や意思決定において正義ある価値を見出すか”
という基本的課題を模索し続けなければならな
いと考えられるのである。
　本研究では，日本企業における逆差別という
問題を手がかりとして，①雇用および人事制度
に関しての「正義」１）や平等とは，どのように解
釈されているのか，②平等に対する構成員の合
意を得るための課題は何か，どのような試みが
必要なのか，という点について考察していくこ
とにする。

２．　課題の妥当性と思考枠組

　以下では課題設定の妥当性について，考察対
象の選択と事項の選択との二つの点から説明し
ていく。
　まずは，CSRの推進に関する現状調査に照ら
し合わせながら，企業組織における正義という
問題を考察する上で，従業員というステークホ
ルダーに注目した理由について述べる。CSR活
動をより実効性のあるものとして推進するため
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の条件については，経営者のリーダーシップ，
確固たる経営理念の策定とそれの組織への強力
な浸透や共有，適切な戦略の選択とそれを支え
る組織デザイン，従業員一人一人の自覚等，既
存研究においてさまざまな角度から検討がなさ
れている。経済同友会（２００８）では，CSR活動
の推進に関する現状について，その範囲は一部
ながらも担当者を中心に停滞感が広がりつつあ
ることが指摘されている。その原因として，規
模も事業内容も異なる部署間や個人間で一律的
な目標を共有することの限界や，CSR活動の必
然性および不可避性に対する社内および社員一
人一人の意識の格差等が指摘されている。CSR

活動の推進においては，「実際の取り組みは，社
内の既存部署の意向，マンパワーに依存」２）せ
ざるを得ないという現状がしばしば観察される
といい，また日本経済団体連合会（２００９）によ
れば，「行動を推進するための人事制度や考査制
度の設計，公平性の担保」３）がされていないため
に，実行に対する意欲が高まらないという。制
度設計の責任や権限が与えられていないという
問題をも含めて，現場におけるさまざまなレベ
ルの葛藤が障壁となっていることが伺える。組
織の正義観を象徴するCSR活動の実践の原動力
であり，且つ企業社会責任の客体である従業員
に注目することの意義は，以上の知見から明ら
かであろう。
　Freeman（１９８４）において，株主以外のス
テークホルダーの市場内外に及ぶ多様な権利の
存在が強調されるようになって以降は，多くの
ステークホルダー論者が述べるように，ステー
クホルダーの諸権利は企業にとっての正当な関
心事項として見なすことが一般的である４）。企業
に期待される社会的責任のうち，従業員を対象
とする活動には以下のようなものが具体例とし
て挙げられる。従業員の心身の健康に対する配
慮，適切な賃金の支払い，適切な評価昇進，同
一価値労働同一賃金の保証，適切な従業員教育

の実施，性別・年齢・国籍・学歴等の属性によ
る差別の禁止，パワーハラスメントおよびセク
シャルハラスメントの防止，積極的差別是正措
置（アファーマティブ・アクション）の実施，
障害者雇用の推進，ダイバーシティ・マネジメ
ント，ワーク・ライフ・バランスの尊重（＝家
庭人としての責任への配慮），育児休暇，介護休
暇，ボランティア休暇等休暇制度の充実化，年
次有給休暇制度の実質化，従業員のキャリア
アップのための施策および多様な勤務時間・形
態の制度の実質化等である。これらの活動は，
従業員に対する責任として最も基本的なものか
ら，法的に義務付けられている事項，社会即応
的および自発的領域まで広範に渡っている。
　上述したような従業員の諸権利は，従来では
衛生要因として捉えられるものも含んでいる。
しかしながら，牛尾（２００９）が従業員の能力発
揮機会や人事戦略を模索する上で考慮すべき環
境変化について「様々な意識調査が示すように，
近年若年層を中心に仕事と私生活との調和を重
視する考え方が広まっており，性差の枠を超え
た就業観の多様化が強まっている。（中略）…
トータルな意味での満足感を追及する生き方を
尊重する傾向もみられている」５）と論じているよ
うに，先の諸要因が衛生要因としてに止まらず，
動機づけ要因としても機能する可能性は，現代
社会において十分に想定されるのである。
　以降では従業員の諸権利とマネジメントとの
関係について，図１のようなフレームワークに
基づいて考察を進めていく。
　次に，労働者の権利に関わる問題の中でも，
とりわけ逆差別に注目する理由は以下の通りで
ある。アファーマティブ・アクションの結果と
して生じる逆差別の問題は，人間の諸権利，企
業においては従業員の諸権利の中でも根源的な
ものとして理解することができるだろう。逆差
別とは，従来は差別されていなかった人ないし
集団が，アファーマティブ・アクションの実施
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によって不平等な不利益や差別を被ることであ
る。これについては，ロールズの正義論ないし
集団的補償措置の観点から議論されることが多
く，また正当化される場合もある。米国におい
ては人種差別問題に象徴される社会的弱者（黒
人，マイノリティ民族，女性，高齢者，障害者，
貧困層等）の機会均等に関わる課題が，その実
現を目指して長期に渡って議論され続けてきた。
それだけに，この問題に関する倫理的観点から
の知見がこれまでに多く蓄積されている。ア
ファーマティブ・アクションとその目的として
のダイバーシティ・マネジメント普及の過程は，
活動の特徴や目的によっていくつかの段階に分
けることが出来るという（牛尾，２００９）。これ
は，アファーマティブ・アクションの実行に
よって影響を受ける人権や制度等のあらゆる問
題について，社会的背景との整合性に鑑みなが
ら漸進的に議論が行われてきたことを示してい
ると考えられる。
　一方，日本においてアファーマティブ・アク
ションやダイバーシティ・マネジメントの必要
性が広く認識されるようになったのは，早くと
も９０年代以降といえる。かなりの短期間におい
て法改正やその推進活動が次々と展開されるな
ど，アファーマティブ・アクションを巡る制度
や環境は目まぐるしく変化してきた。そのよう
な中で従業員の権利，とりわけ日本におけるア
ファーマティブ・アクションの対象とされる女

性のみならず，周囲のマネージャー，同僚男性に
おけるそれについてまで，十分に議論が尽くさ
れてきたとは必ずしも言えないのではないか。
とりわけダイバーシティ・マネジメントについ
てはその実行に重点が置かれ，根源的，倫理的
問題については事後的にその正当化がなされて
いる感がないとも言えない。逆差別の容認／否
認といった組織の正義や倫理に関わる問題につ
いては，それが本質的なものであるにもかかわ
らず，むしろ本質的な問題であるからこそ，曖
昧なままに看過されてきたのではないか。
　アファーマティブ・アクションの必然性は米
国と日本では異なっている。異なる制度・社会
環境の下では，それぞれに応じた様式で事項の
正当化がなされなければならない。その点につ
いて明らかにするという目的から逆差別の問題
に言及することは，特定の環境の下の倫理観や
正義は状況に応じて規定されるべきであること
を示唆するという意味において，重要だと思わ
れるのである。

３．　逆差別をめぐる理論的焦点

①アファーマティブ・アクションに対する日米

の見解の比較

　前章までの問題意識を受けて，以下ではア
ファーマティブ・アクションの正当性に関する
解釈の様式を米国と日本について比較し，ア
ファーマティブ・アクションの正当化によって
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図１ マネジメントにおける従業員の諸権利の位置づけ



規定される逆差別に対する合意／非合意の様式
および CSRの実効性と従業員の意識との関係に
ついて考察していきたい。まずは既存研究のレ
ビューを通じて，アファーマティブ・アクショ
ンの正当性に関する日米の見解の相違を整理す
る。
　アファーマティブ・アクションは「過去にお
いて差別され，また現在差別されている集団に
属する人々を雇用するためにとられる強力な施
策」６）を指す。近年では日本においても，法改正
や産業界における積極的な推進事例の紹介等を
背景に，女性の優先的雇用を意味する制度とし
てのアファーマティブ・アクションに関心が寄
せられている。しかしながら後述するように，
米国でなされている議論とは，考察対象や問題
領域の範囲が異なっていることには注意を要す
る。米国においては，女性，黒人およびマイノ
リティが特定の組織や団体に加入することを禁
じてきた，法や社会的慣習によって制限してき
たという歴史的経緯がある。そのために，ア
ファーマティブ・アクションやその結果として
生じる逆差別を正当化する根拠も，日本社会に
おけるそれと比較した場合は倫理的な色彩が強
く，過激なものであることにもまた，留意せね
ばならない。
　Nagel（１９９７）によれば，米国におけるア
ファーマティブ・アクションはその性格を変化
させているという。当初は差別を被ってきた集
団に対して機会の均等を保証するための積極的
登用，組織の基準に能力を適合させるよう支援
するための教育訓練計画，および採用や登用の
手続きにおける慎重さ等の努力内容を意味して
いた。しかしながら近年になってからは，先の
ような意味合いよりもむしろ，明確な優先措置
としての意味が強調されるようになってきた。
後者，つまり彼の言うところの「強度」のア
ファーマティブ・アクションが目立つようにな
るに従って，アファーマティブ・アクションに

ついては，その肯定・否定両立場から倫理的お
よび正義論的観点に基づいて一層活発に議論が
されるようになったという。
　Nagelはこれらの議論について次のように整
理する。強度のアファーマティブ・アクション
は，以下の点において倫理的欠陥を孕んでいる。
①被差別集団の雇用・昇進における優先度が高
まるほどに，その現状を正当化するための犠牲
は大きくなってしまうこと，②可能な限り個人
の資質を基礎とした評価を受けるべきであると
いう意味においての個人的公正性が欠落してし
まうこと，③被差別集団の獲得した社会的地位，
役職ないし学籍等の成果が正当に評価されにく
く，それによって彼らの自尊心が打撃を受けて
しまうこと，である。その上で，現代の米国に
おいては以上のような倫理的欠陥の存在とその
不利益は十分に認識されながらも，強度のア
ファーマティブ・アクションを進める意義は，
それらの欠陥を凌駕するほどに大きいものであ
ると論じている。
　米国におけるアファーマティブ・アクション
の変容過程については，牛尾（２００９）が既存の
研究蓄積をもとに詳細な考察を行っている。そ
れによると，米国の一般企業においての機会均
等をめざす活動は，法的強制力を背景に７０年代
以降に普及しており，その動向は三つの発展段
階に類型化できるという。
　第一段階においては，組織内は多数派の論理
に支配され，マイノリティに対する差別問題は
看過されやすい。しかし差別の禁止を定める法
の順守という最低限度のコンプライアンスは受
動的に達成される。第二段階においては，組織
の各階層におけるマイノリティの比率が一定限
度を超え，存在感を増してくる。この時期には
彼らの問題を些細なものとして看過して組織を
運営することが不可能になり，同時に差別を積
極的な方法で取り除くために「攻撃的行動主義」
と評される能動的行動が，差別の是正活動にお
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いて見られるようになる。最後の第三段階にお
いては，差別是正における活動の志向性も社会
的責任の遂行や環境への対応には殊更に重点を
置くわけではなく，組織戦略重視の色彩を帯び
てくる。結果の平等に根ざした対応ではなく，
多数派とマイノリティが相互の異質性を有効活
用するという考え方に変化する，すなわちダイ
バーシティ・マネジメントが実現される。ここ
で牛尾は，第一・二段階と最終段階の間には
「経営上の大きなパラダイム転換」が必要である
と論じており，この点は，組織の正義とそれに
対するメンバーの理解を検討するという意味に
おいて，非常に興味深い示唆である。
　一方で日本におけるアファーマティブ・アク
ションの議論は，米国のそれのように人種，マ
イノリティおよび世襲的貧困層の問題を意味す
ることや，また医療や進学といった社会全般の
問題にまで議論の範囲を拡張することはほとん
どない。職場における問題にほぼ限定されてお
り，とりわけ女性の積極的雇用を意味すること
が多い。アファーマティブ・アクションと類似
の概念であるポジティブ・アクションとの区別
については，「ポジティブ・アクションは採用活
動や昇進等における人事考査において女性を優
遇するものではなく，あくまで格差要因を取り
除き均等を目指していく」（日本経営倫理学会
（２００８）『経営倫理用語辞典』白桃書房，pp.　
２４２–２４３）とされている。しかしながら，差別
是正を意図しているという意味においては問題
意識は共通している。また，ポジティブ・アク
ションの起源がアファーマティブ・アクション
のそれと同義である７）こと，またカンターの理
論によって，差別的な組織文化を是正するため
の措置として優先的に女性を登用することがポ
ジティブ・アクションにおいて正当化される８）

ことから，本稿においてはアファーマティブ・
アクションとして統一的に扱うことが，適切で
あると思われる。

　概して，日本の組織におけるポジティブ・ア
クション，とりわけ優先政策的側面の強いそれ
は，主に次のような理由から正当化されている
ということが出来るだろう。①過去に行われた
差別的処遇による企業文化の歪みの是正，②企
業の競争力獲得および持続可能性を達成する手
段としての多様な価値観の活用（＝ダイバーシ
ティ・マネジメント）およびそれらを達成する
ような組織文化の醸成９），③雇用や就業に関す
る制度さえ整備されていれば十分に活用できる
はずの労働力の有効活用，④ワーク・ライフ・
バランスに象徴されるような新しい社会のあり
方への適応，⑤少子高齢化，人口減少社会にお
ける女性の潜在的労働力の貴重性，等である。
　このように整理すると，同じ「アファーマ
ティブ・アクション」においても，その意味内
容，正当化の根拠および議論の背景にはいくつ
かの相違があることがわかる。米国におけるア
ファーマティブ・アクションは，女性やマイノ
リティなど不利な状況に置かれているグループ
を組織に同化させることが前提となっている
（谷口（２００５））という点，「これまでに不当な行
為が行われたことがあるのならば，正当な補償
もしくは修復措置が被害者（たち）に対して行
われねばならない」１０）とする補償的正義という
視点がこれを強力に正当化しているという点が
その特徴として挙げられる。一方日本では，イ
ノベーション機会の増加やパフォーマンスの向
上に対する期待が，優先政策の正当化に一定の
役割を果たしていると言うことが出来るだろう。
　このようなことから，優先政策の正当化およ
び必要性に関する根拠はその背景となる社会環
境によって異なるために，正義や平等性といっ
たものに対する思考も異なるという含意を導き
出すことが出来る。
②アファーマティブ・アクションに関する賛否

　アファーマティブ・アクションの推進とその
結果としての逆差別については，「能力の平等」
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に関する問題がしばしば焦点化されている。こ
こでは，アファーマティブ・アクションに対す
る肯定論・否定論について，企業倫理の観点か
ら整理する。
　アファーマティブ・アクションの推進に肯定
的な立場をとる論者は，過去の競争機会の獲得
における不平等が，現在においても根強く残っ
ており，そのことが差別におけるあらゆる問題
の根底であると強調する。米国において行われ
てきた特定の人種や不遇な階層に対する教育機
会，就労機会，結婚および居住地域等の制限は，
それ以外の属性を持つ相手との平等な競争を不
可能にした。こうした不平等の下での競争によ
る帰結としての現況の地位や能力の格差は，雇
用や昇進を判断する上で必ずしも適切な評価指
標であるとは言えない。特定の環境の下で形成
された結果を以ってではなく，（さまざまな諸条
件から推測される）個人の本来的な能力によっ
て，就労や入学の可否が判断されるべきである，
という論理である。
　そのために優先政策によって生じる現世代の
逆差別は，将来世代における機会の平等を実現
する目的のための一手段として，正当化されるべ
きであると主張する者もいるという（Beauchamp 
& Bowie（１９９７））。肯定的な論者の主張は以下
の内容を示唆するものと言える。根強く残る教
育訓練機会の不平等の結果として「不平等な」
能力格差が生じているために，個人の本来的能
力を推測し，現段階ではそれに基づいて就労や
教育機会の是非に関する判断を行わねばならな
い。しかしアファーマティブ・アクションの推
進によって，自然発生的に「平等な」結果が生
み出されるようになれば本来的能力の証明とい
う困難な手続きを踏む必要はなくなるので，優
先政策は正当化されるべきだ，というものであ
る。換言すれば，「現世代における結果の平等」
の確保が，「将来世代における機会の平等の実
現」へと繋がると論じているのである。

　当然のことながら，この主張に対しては強力
な反対も存在する。Pojman（１９９７）は，「『活用
度の低い』集団」の雇用が雇用水準量に達して
いない場合，このことの合理性や倫理的正当性
を証明する際には，莫大な負担が雇用主（企業）
に強いられているという例を取り上げながら，
否定的な論者の主張を整理している。彼によれ
ば，①雇用差別は現在ではかなりの程度で解消
されつつあるために，制御可能になっているこ
と，②過去の差別によって被害者となった人々
は，既に個人として補償を受けられる立場には
ないこと，また特定の集団に対する過去の差別
が，現在の集団の構成員に対する補償を正当化
するか否かという議論には決着がついていない
こと，③アファーマティブ・アクションによっ
て排除される個人ないし集団に対する新たな差
別＝逆差別を招くこと，④過去の不平等に対す
る補償のための負担を正確に測定するのは非常
に困難であることが，反対論者の主な論点であ
るという。この場合の負担＝コストとは，活用
度の低い人材とそれ以外の人材が経験してきた
教育訓練の結果として生じた能力格差の程度や，
個々人の本来的能力を実証するためのコストで
ある。
　CSRの実践の一つとしてのアファーマティ
ブ・アクション，とりわけ女性を対象としたそ
れを捉える場合，本来的能力に対する注目は重
要である。女性は，「貧困と無教育を特徴とする
分離された世襲的コミュニティを形成」１１）して
いないために，彼女らに対してそれを根拠とす
るような強度の優先措置を施す必然性はないこ
とが，Nagel（１９９７）によって指摘されている。
この能力格差発生の背景に注目すると，女性の
雇用や昇進については，過去の社会的・制度的
負の遺産による後遺症が人種問題と比較した場
合，相対的に小さくなるために，補償的正義の
観点から取り組まれるべき問題とはやや区別を
する必要があると考えられるためである。
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　論理の飛躍を恐れずに言うならば，職場にお
ける女性の活用については，ポジティブ・アク
ションに部分的に見られるような入り口の段階
（＝採用・雇用の段階）における優先措置は，能
力や機会における平等の観点からは望ましいこ
ととは言えない。女性の優先採用によって組織
文化の改善や，ダイバーシティ・マネジメント
の実践において一定の効果は認められるとして
も，それは優先的措置についての強力な正当性
を証明するものではない。男女間における能力
格差は，過去に受けた教育訓練による格差を示
すものではないために，本来的能力に基づいて
評価を行う必要はないのである。
　結果の平等を機会の平等に対して優先させる
こと，すなわち他の条件が変わらない女性を男
性に代えて登用することは，構造的には男性の
本来的能力を低く見積もることとなり，補償的
正義を根拠としたアファーマティブ・アクショ
ンにつながってしまうのである。米国と比較し
た場合に，教育訓練の機会に強い影響を及ぼす
世襲的コミュニティが形成されにくい日本にお
いては，「入り口」の段階においてポジティブ・
アクションを実施するのではなく，むしろ組織
に所属した後に本来の能力が発揮できるような
仕組みを整えることの方が望ましいのではない
だろうか。
③逆差別に関する検討課題

　ポジティブ・アクションが女性自身および組
織に対してもたらす効果について，志野・嶋根
（２００６）は興味深い知見を示している。ここで
は，ポジティブ・アクションが失敗に終わった
ケースの分析を通じて，組織内部のマネジメン
トとの整合性を確保するための課題について検
討がなされている。優秀な女性を積極的に管理
職に登用したものの，後に女性自身が退職や降
格を希望した，そのために他の女性社員も管理
職に就くことに対して消極的となり，女性の活
躍を求める雰囲気が薄らいでしまった事例があ

るという。このケースはポジティブ・アクショ
ンの実施が本来の目的とは逆の結果に帰結して
いること，ポジティブ・アクションを導入した
にもかかわらず，実質的にはそれが継続されて
いないことを示している。それを踏まえた上で，
ポジティブ・アクションの実施において，①女
性を支援するための長期的教育およびサポート
体制の不備，および②周辺（トップ，マネー
ジャーレベルおよび男性社員）の女性登用に対
する理解不足が，企業におけるジェンダー問題
の解決を困難にする要因として指摘されている。
換言すれば，「入り口」段階でのポジティブ・ア
クション導入には成功したものの，それをス
ムーズに機能させるための試みが不十分であっ
たことが示唆されているのである。
　これに関連して，牛尾（２００９）は，ポジティ
ブ・アクションの実現において鍵となる要素と
して，トップの強力なリーダーシップによる組
織理念の浸透と，組織改革におけるハード・ソ
フト両面からの支援策が不可欠であることを述
べる。「機会の平等を生み出すための人事改革制
度や両立支援のための家族支援制度の拡充」１２）

のみならず，組織風土や社員の意識はとりわけ
重要であり，例えば「女性自身の組織内ネット
ワークの欠如と，女性に対する偏見やステレオ
タイプの存在」１３）は，機会均等の実現を阻むも
のとして，それが除去されるよう努めなければ
ならないという。先述した「経営上の大きなパ
ラダイム転換」は，このようなハード・ソフト
両面における組織改革によってもたらされるも
の，と理解できるのではないか。
　とりわけ女性の登用に対する周囲の理解が得
られにくいという現実は，アファーマティブ・
アクションにとどまらず，企業社会責任の実践
や組織文化の改革という点においても，極めて
本質的な課題と言えよう。
　厚生労働省の「女性雇用管理基本調査」は，
ポジティブ・アクションに既に取り組んでいる
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企業の具体的取り組みについて公表している。
その中で「人事考査基準を明確に定める」，「女
性を積極的に採用する」，「女性を積極的に登用
する」，「教育訓練を含む人事管理制度および能
力評価制度の改革」という項目に次いで，「中間
管理職男性や同僚男性に対し，女性の能力発揮
の重要性について啓発を行う」という項目の割
合が高くなっている。
　“男女の能力評価における公平性が十分に保た
れている”ということに対する合意は，極めて
重要な役割を果たすと考えられるだろう。志
野・嶋根（２００６）においても指摘されているよ
うに，男性の側から見た場合のポジティブ・ア
クションは常に職やポストを奪われる危険性を
孕んだ仕組みである。
　逆差別は，男性社員に対して既得権益喪失の
可能性を強烈に示すものであり，それに対する
反発が起こることは容易に推測できる。換言す
れば，男性社員に対してポジティブ・アクショ
ン自体の公平性や正当性を説得力を以って伝達
することなくしては，常に「機会の平等」と
「結果の平等」のトレードオフに関する議論の火
種はくすぶり続けることになる。とりわけ「過
去の差別に対して責任のない人々」１４）が補償を
支払わされる，という意識は，このような問題
をこじれさせてしまうことになるだろう。
　先述のように，日本におけるポジティブ・ア
クションは米国のそれと比較して集団的補償に
おける正義の意味が薄いために，機会の平等に
対する期待は相対的に高くなる。「IT化によっ
て男女の能力差は，男性の体力面を除き縮まり
つつある」１５）という現状に鑑みれば，男性社員
にとって平等性の確保という問題は益々“過敏
に反応すべき問題”として認識されるようにな
ることは，想像に難くないだろう。そのような
点からも，逆差別については，機会の平等とい
う点について理解されないままに安易に容認さ
れるべきではない。それは一見すると男女の機

会均等を実現するようでありながら，現実には
職場におけるモラールの低下を引き起こすばか
りではなく，男女の機会均等や女性の能力活用
ということ自体に対する無用な反発を引き起こ
し，真の平等を実践するための機会を失わせる
ことになりかねないからである。
　この点は，倫理的な問題のみならず，当然の
ことながら，組織管理上，とりわけステークホ
ルダー間の利害調整を主要な問題意識の一つと
するステークホルダー・マネジメント１６）の実践
においてもまた，重要な検討課題である。ポジ
ティブ・アクションの必要性がコンプライアン
ス的側面のみならず，ダイバーシティ・マネジ
メントとの関係性から強調されるようになった
近年においては，領域横断的な検討も求められ
るであろう。

４．　お　わ　り　に

　本稿においては，従業員の基本的権利を尊重
することが CSR推進の礎となること，従業員の
権利は，特定の環境下での正義およびそれを正
当化する根拠に基づいて尊重されなければなら
ないこと，ポジティブ・アクションのような平
等に関わる問題においては，従業員の納得や合
意というソフト面における調整が不可欠である
ことを論じてきた。
　人事評価基準の見直しや能力評価制度のス
ムーズな導入には，制度的な改革のみならず，
組織における合意，換言すればそれらを受容す
るような組織文化や日常業務における調整が不
可欠である。とりわけ逆差別とは，機会の平等
と結果の平等という判断基準が曖昧なままに議
論されやすい問題である。差別と表裏一体の関
係にある平等という概念が議論尽くされること
もなく安易に用いられることや，制度的・歴史
的・文化的にも異なる土壌で育まれたアファー
マティブ・アクションの必然性と論理が，日本
的環境を背景とする文脈においてその意味が十
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分に理解されないままに，不用意に用いられる
ことは決して望ましいものではない。CSRの推
進の障壁として先述した，CSR活動の重要性に
対する意識の格差をこれ以上拡大させないため
にも，米国とは異なる論理によって裏付けられ
る“日本企業においての”正義や平等といった
概念については，慎重な解釈や議論を必要とす
るのである。

注

１） ここで「正義」という言葉を用いたのは，先の
「正義志向」の意味内容との整合性を持たせるため
である。ロールズが『正義論』において行ってい
るような概念解釈とは必ずしも一致しないことに
留意されたい。

 ２） 経済同友会（２００８），p. ５。
３） 日本経済団体連合会（２００９），p. ２７。
４） Freeman（１９８４），Clarkson（１９９４），Mitchell et al
（１９９７），Carroll & BuchHoltz（２００８），Lawrence & 
Weber（２００９）等に代表され，「企業と社会」論お
よびステークホルダー論における一般的な視点で
ある。

 ５） 牛尾（２００９），pp. １３４–１３５。
 ６） Beauchamp & Bowie（１９９７）。
 ７） 牛尾（２００９），p. １３６。
 ８） 志野・嶋根（２００６）。
 ９） 加藤（２００６）によれば，近年の実証研究におい
ては，男女均等的企業文化と利益率には正の相関
が見受けられるという。

１０） Beauchamp & Bowie（１９９７）。
１１） Nagel（１９９７），p. １６。
１２） 牛尾（２００９），p. １４２。
１３） 牛尾（２００９），p. １４２。
１４） Beauchamp & Bowie（１９９７）。
１５） 志野・嶋根（２００６），pp. １３５–１３６。
１６） ステークホルダー・マネジメントの議論におい
ては，伝統的に企業とステークホルダー，ないし
ステークホルダー集団間の相互作用や利害調整に
焦点が当てられてきたが，近年では（同じ属性の）
ステークホルダー内の異質性や各行動パターンの
詳細な検討に対しても関心が寄せられている。そ
のような意味で，従業員間の不平等や差別に関す
る問題やダイバーシティ・マネジメントの領域と
は，整合性が認められる。
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